
資 料 編



資料 1 鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例
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附則

私たち鳥取県民は 、 名峰大山に連な る緑の山並み と 白砂青松の変化に富む山陰海岸に囲ま れ、 四季の

彩 り 豊かな美 し い県土で生活を営み 、 個性あ る産業や文化をは ぐ く んで き た。

し か し な が ら 、 今 日 の大量生産 ･ 大量消費 ･ 大量廃棄型の社会経済活動の拡大は 、 自 然の生態系や身

近な生活環境へ大 き な影響を及ぼ し 、 人類の生存基盤であ る地球環境を損な う ま でにな っ てい る 。

すべての県民は 、 健全で恵み豊かな環境の中で健康で文化的な生活を営む権利を有す る と と も に 、 こ

の環境を保全 し 、 よ り快適な環境を創造 し な が ら 、 将来の世代に継承 してい く 責務を有 してい る 。

こ のため 、 私たち鳥取県民は 、 人間の営みであ る社会経済活動が環境に様々 な影響を与えてい る こ と

を認識 し 、 地方公共団体 ･ 事業者 ･ 県民が一体と な っ て 、 鳥取県の環境を保全 し 、 よ り快適な環境を創

造 してい く こ と に積極的に取 り 組ま な ければな ら な い 。

こ こ に 、 私た ち は 、 現在及び将来の鳥取県民が 、 健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受 し 、 健康で文化

的な生活を営む こ と がで き る よ う 、 人 と 自 然が共生する鳥取県を 目 指 して 、 県民生活の基盤 と な る よ り

良い環境を保全 し 、 創造す る と と も に 、 将来の世代へ継承す る こ と を決意 し て 、 こ の条例を制定す る 。

第一章 総則

( 目 的)

第一条 こ の条例は、 環境の保全及び快適な環境の創造 (以下 ｢環境の保全及び創造｣ と い う 。 ) に つ

いて 、 基本理念を定め 、 並びに県、 市町村、 事業者及び県民の責務を 明 ら かにす る と と も に 、 環境の

保全及び創造に関す る 施策の基本 と な る 事項を定め る こ と に よ り 、 環境の保全及び創造に関す る施策

を総合的かつ 。十画的に推進 し 、 も っ て現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与す る と

と も に人類の福祉に貢献す る こ と を 目 的 と す る 。

(定義)

第二条 こ の条例において ｢環境への負荷｣ と は 、 人の活動に よ り 環境に加え ら れ る 影響であ っ て 、 環

境の保全上の支障の原因 と な る おそれの あ る も の を い う 。

2 こ の条例において ｢地球環境保全｣ と は 、 人の活動に よ る地球全体の温暖化又はオ ゾ ン層の破壊の
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進行、 海洋の汚染、 野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼ

す事態に係 る環境の保全であ っ て 、 人類の福祉に貢献す る と と も に県民の健康で文化的な生活の確保

に寄与す る も のをい う 。

3 こ の条例において ｢公害｣ と は 、 環境の保全上の支障の う ち 、 事業活動その他の人の活動に伴 っ て

生ず る 相当範囲にわた る 大気の汚染、 水質の汚濁 (水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化す る こ

と を含む。 ) 、 土壌の汚染 、 騒音、 振動 、 地盤の沈下 (鉱物の掘採のための土地の掘削に よ る も の を

除 く 。 ) 及び悪臭に よ っ て 、 人の健康又は生活環境 (人の生活に密接な関係の あ る 財産並びに人の生

活に密接な関係の あ る 動植物及びその生育環境を含む。 以下同 じ 。 ) に係 る 被害が生ず る こ と を い う 。

(基本理念)

第三条 環境の保全及び創造は、 県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受す る と と も に 、 こ の環境を

将来の世代に継承 してい く こ と を 目 的 と して行わな ければな ら な い。

2 環境の保全及び創造は 、 人 と 自 然 と が共生 し 、 持続的な発展が可能な社会が実現 さ れ る よ う に 、 環

境を保全す る 行動及び よ り快適な環境を創造す る行動がすべての者の公平な役割分担の下に 自主的か

つ積極的に行わ なれなければな ら な い 。

3 地球環境保全は 、 地域におけ る事業活動及び 日 常生活が地球環境に影響を及ば してい る こ と にか ん

がみ 、 すべての者の事業活動及び 日 常生活におけ る 着実な取組と 国際協力に よ り 積極的に推進 さ れな

ければな ら な い 。

(県の責務)

第四条 県は 、 前条に定め る環境の保全及び創造についての基本理念 (以下 ｢基本理念｣ と い う 。 ) に

の っ と り 、 環境の保全及び創造に関 し 、 次に掲げ る事項を確保す る ための基本的かつ総合的な施策を

策定 し 、 及び実施す る責務を有す る 。

一 人の健康が保護 さ れ 、 及び生活環境が保全 さ れ 、 並びに 自然環境が適正に保全 さ れ る よ う 大気、

水 、 土壌その他の環境の 自 然的構成要素が良好な状態に保持 さ れ る こ と 。

二 森林、 農地、 水辺地等におけ る 多様な 自 然環境が地域の 自然的社会的条件に応 じて体系的に保全

さ れ る こ と 。

三 野生生物の種の保存及び多様な生態系の保護が図 ら れ る こ と 。

四 人 と 自 然 と の豊か な触れ合い が保たれ る と と も に 、 地域の歴史的文化的特性を生か した快適な環

境が創造 さ れ る こ と 。

五 地域の優れた景観が保持 さ れ 、 及び形成 さ れ る こ と 。

六 資源の循環的利用 、 エ ネ ル ギー の有効利用並びに廃棄物の減量化及び適正処理が促進さ れ る こ と o

七 地球環境保全への取組が推進 さ れ る こ と 。

八 その他環境の保全及び創造に関 し知事が必要 と 。忍め る 事項

2 県は 、 環境の保全及び創造を図 る 上で、 地域住民に最 も かかわ り の あ る 市町村の果たす役割の重要
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性にかんがみ 、 市町村が行 う 環境の保全及び創造のための施策につ いて 、 助言、 情報の提供その他の

支援を行 う よ う に努め る も の と す る 。

(市町村の責務)

第五条 市町村は、 基本理念にの っ と り 、 環境の保全及び創造に関 し 、 県の施策と相 ま っ て 、 そ の市町

村の区域の 自 然的社会的条件に応 じ た施策を策定 し 、 及び実施す る 責務を有す る 。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、 基本理念にの っ と り 、 そ の事業活動を行 う に当た っ て は 、 こ れに伴 っ て生ず る 公害

を防止 し 、 又は 自 然環境を適正に保全す る ため に必要な措置を講ず る 責務を有す る 。

2 事業者は、 基本理念にの っ と り 、 環境の保全上の支障を防止す る ため 、 その事業活動を行 う に当た っ

て 、 製品その他の物が廃棄物と な っ た場合にその適正な処理が図 ら れ る こ と と な る よ う に必要な措置

を講ず る 責務を有す る 。

3 前二項に定め る も ののほか 、 事業者は 、 基本理念にの っ と り 、 環境の保全上の支障を防止す る ため 、

そ の事業活動を行 う に当た っ て 、 製品その他の物が使用 さ れ 、 又は廃棄 さ れ る こ と に よ る環境への負

荷の低減に資す る よ う に努め る と と も に 、 再生資源その他の環境への負荷の低減に資す る 原材料、 役

務等を利用す る よ う に努めな ければな ら な い 。

4 前三項に定め る も のの ほか 、 事業者は 、 基本理念にの っ と り 、 そ の事業活動に関 し 、 環境の保全及

び創造に 自 ら努め る と と も に 、 県又は市町村が実施す る 環境の保全及び創造に関す る 施策に協力す る

責務を有す る 。

(県民の責務)

第七条 県民は 、 基本理念にの っ と り 、 環境の保全上の支障を防止す る ため 、 そ の 日 常生活に伴 う 環境

への負荷の低減に努めな ければな ら な い 。

2 前項に定め る も のの ほ か 、 県民は 、 基本理念にの っ と り 、 環境の保全及び創造に 自 ら努め る と と も

に 、 県又は市町村が実施す る環境の保全及び創造に関す る 施策に協力す る 責務を有す る 。

(環境白書の作成)

第八条 知事は 、 毎年、 環境の状況並びに環境の保全及び創造に関 して講 じた施策及び講 じ よ う と す る

施策を 明 ら か に した環境白書を作成 し 、 こ れ を県議会に報告 し な ければな ら な い 。

2 知事は 、 前項の環境 白書を 、 毎年、 公表 し な ければな ら な い。

第二章 環境の保全及び創造に関す る基本的施策

(環境基本計画の策定)

第九条 知事は 、 環境の保全及び創造に関す る 施策の総合的かつ 。十画的な推進を図 る ための基本的な 。十

画 (以下 ｢環境基本。十画｣ と い う 。 ) を定め なければな ら な い 。

2 環境基本。十画は 、 次に掲げ る 事項について定め る も の と す る 。

ー 環境の保全及び創造に関す る 目 標
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二 環境の保全及び創造に関す る 施策の方向

三 前二号に掲げ る も ののほ か 、 環境の保全及び創造に関す る 施策を総合的かつ計画的に推進す る た

めに必要な事項

3 知事は 、 環境基本。十画を定め る に当た っ ては、 あ ら か じ め 、 鳥取県環境審議会の意見を聴かなけれ

ばな ら な い 。

4 知事は 、 環境基本計画を定めた と き は 、 遅滞な く 、 こ れを公表 し なければな ら な い 。

5 前二項の規定は、 環境基本。十画の変更について準用す る 。

(県の施策の策定等に当た っ ての配慮)

第十条 県は、 環境に影響を及ぼす と認め られ る施策を策定 し 、 及び実施す る に当た っ ては 、 環境の保

全及び創造について配慮 し な ければな ら な い。

(環境影響評価の推進)

第十一条 県は 、 土地の形状の変更、 工作物の新設そ の他 こ れ ら に類す る事業を行 う 事業者が 、 そ の事

業の実施に当た り あ ら か じ めそ の事業に係 る環境への影響について 自 ら適正に錮査、 予測及び評価を

行い 、 そ の結果に基づ き 、 そ の事業に係 る環境の保全について適正に配慮す る こ と を推進す る ため 、

必要な措置を講ずる も の と す る 。

(規制の措置)

第十二条 県は 、 公害の原因 と な る行為及び 自然環境の適正な保全に支障を及ばずおそれが あ る 行為に

関 し 、 必要な規制の措置を講 じ な ければな ら な い。

2 前項に定め る も ののほ か 、 県は 、 環境の保全上の支障を防止す る ため 、 必要な規制の措置を講ず る

よ う に努め る も の と す る 。

(誘導的措置)

第十三条 県は 、 環境の保全上の支障を防止す る ため 、 事業者又は県民が 自 ら の行為に係 る環境への負

荷の低減のための施没の整備そ の他の適切な措置を と る よ う に誘導す る こ と に努め る も の と す る 。

(環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進)

第十四条 県は 、 緩衝地帯その他の環境の保全のため の公共的施設の整備及び河川 、 湖沼の水質の浄化

その他の環境の保全のための事業を推進す る ため 、 必要な措置を講ず る も の と す る 。

2 県は 、 下水道、 廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全に資す る 公共的施設の整備及び森林

の整備その他の環境の保全に資す る事業を推進す る ため 、 必要な措置を講ず る も の と す る 。

(人 と 自 然と が触れ合 う 快適な環境の創造)

第十五条 県は 、 人 と 自 然 と が触れ合 う 快適な環境を創造す る ため 、 公園 、 緑地その他の公共的施設の

整備その他の 自 然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業の推進に必要な措置を講ず る も の と

す る 。

(地域の特性を生か した快適な環境の創造)
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第十六条 県は、 前条に規定す る も のの ほか 、 優れた景観、 水 と緑に親 しむ こ と がで き る 生活空間、 歴

史的文化的資源を活用 した環境その他の地域の特性を生か した快適な環境を創造す る ため 、 必要な措

置を講ず る よ う に努め る も の と す る 。

(資源の循環的利用等)

第十七条 県は 、 環境への負荷の低減を図 る ため 、 事業者及び県民に よ る資源の循環的な利用及びエ ネ

ルギー の有効利用が促進 さ れ る よ う に必要な措置を講ず る も の と す る 。

2 県は 、 環境への負荷の低減を図 る ため 、 県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当た り

資源の循環的利用及びエ ネ ルギーの有効利用に努め る も の と す る 。

(廃棄物対策の促進)

第十八条 県は、 環境への負荷の低減を図 る ため 、 県 、 市町村、 事業者及び県民が協力 して廃棄物の減

量化及び適正な処理が促進さ れ る よ う に必要な措置を講ず る も の と す る 。

(環境教育及び環境学習の推進等)

第十九条 県は環境の保全及び創造に関す る 教育及び学習の推進並びに広報活動の充実に よ り 事業者及

び県民が環境の保全及び創造についての理解を深め る と と も に こ れ ら の者の環境の保全及び創造に関

す る活動の意欲を高め る よ う にす る ため 、 必要な措置を講ず る も の と す る 。

(民間団体等の 自発的活動の促進)

第二十条 県は 、 事業者 、 県民又は こ れ ら の者の組織す る 民間の団体 (以下 ｢民間団体等｣ と い う 。 )

が 自 発的に行 う 緑化活動、 再生資源に係 る 回収活動その他の環境の保全及び創造に関す る活動が促進

さ れ る よ う に必要な措置を講ず る も の と す る 。

(情報の提供)

第二十一条 県は 、 第十九条の環境教育及び環境学習の推進並びに前条の民間団体等の 自 発的に行 う 環

境の保全及び創造に関す る活動の促進に資す る ため 、 個人及び法人の権利利益の保護に配慮 し つつ環

境の保全及び創造に関す る 必要な 情報を適切に提供す る よ う に努め る も の と す る 。

(調査研究の実施)

第二十二条 県は 、 環境の保全及び創造に関す る施策を適正に実施す る ため 、 公害の防止、 自 然環境の

適正な保全、 地球環境保全その他の環境の保全及び創造に関す る 事項について 、 情報の収集に努め る

と と も に 、 科学的な詞査及び研究の実施並びに技術の開発及びその成果の普及に努め る も の と す る 。

(監視等の体制の整備)

第二十三条 県は 、 環境の状況を的確に把握 し 、 及び環境の保全及び創造に関す る 施策を適正に実施す

る ため に必要な監視、 巡視、 測定等の体制の整備に努め る も の と す る 。

(推進体制の整備)

第二十四条 県は、 市町村、 事業者及び県民 と連携 し 、 環境の保全及び創造に関す る 施策を積極的に推

進す る ための体制の整備に努め る も の と す る 。
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(国等と の協力)

第二十五条 県は、 環境の保全及び創造を図 る ため 、 広域的な取組を必要 とす る 施策について 、 国及び

他の地方公共団体 (以下 ｢国等｣ と い う ) と 協力 して 、 そ の推進に努め る も の と す る 。

第三章 地球環境保全への取組

(地球環境保全への取組)

第二十六条 県は 、 県 、 市町村、 事業者及び県民がそれぞれの役割に応 じて地球環境保全に資す る よ う

行動す る ための指針を定め 、 その普及及び啓発に努め る と と も に 、 こ れ に基づ く 行動を推進す る も の

と す る 。

2 県は 、 国等及びその他の関係機関 と連携 し 、 地球環境保全に関す る 澗査及び研究、 情報の提供、 技

術の活用等に よ り 、 地球環境保全に関す る 国際協力の推進に努め る も の と す る 。

第四章 鳥取県環境審議会

(所掌事務)

第二十七条 鳥取県環境審議会 (以下 ｢審議会｣ と い う 。 ) は 、 次に掲げ る 事務をつか さ ど る 。

一 環境基本。十画に関 し 、 第九条第三項に規定す る 事項を処理す る こ と 。

二 知事の諮問に応 じ 、 環境の保全及び創造に関す る基本的事項及び重要事項を調査審議す る こ と 。

三 前二号に掲げ る も のの ほ か 、 法令の規定に よ り その権限に属 さ せ ら れた事務

(組織)

第二十八条 審議会は 、 委員二十二人以内で組織す る 。

2 委員は 、 次に掲げる者の う ち か ら 、 知事が任命す る 。

ー 県議会議員

二 学識経験者

三 関係行政機関の職員

3 前項第三号に掲げ る者の う ち か ら任命 さ れ る 委員には 、 県の区域を管轄区域 とす る地方農政局、 通

商産業局及び地方建長局その他必要 と 。忍め ら れ る 国の地方行政機関の長又は こ れ ら の者の指名す る職

員を含 ま な ければな ら な い 。

(任期)

第ニ十九条 委員の任期は 、 二年 と す る 。 ただ し 、 補欠の委員の任期は 、 前任者の残任期間 とす る 。

2 委員は 、 再任 さ れ る こ と がで き る 。

(特別委員)

第三十条 審議会に 、 特別の事項を凋査審議 さ せ る ため 、 必要に応 じ特別委員を置 く こ と がで き る 。

2 特別委員は 、 学識経験者の う ち か ら 、 知事が任命す る 。

3 特別委員は 、 当該特別の事項に関す る 掲査審議が終了 した と き は 、 解任 さ れ る も の と す る 。

(会長及び副会長)
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第三十一条 審議会に 、 会長及び副会長それぞれ一人を置 き 、 委員の互選に よ り こ れを定め る 。

2 会長は 、 会務を総理す る 。

3 副会長は 、 会長を補佐 し 、 会長に事故があ る と き 、 又は会長が欠けた と き は 、 そ の職務を代理す る 。

(会議)

第三十二条 審議会の会議は 、 会長が招集 し 、 会長が議長 と な る 。

2 審議会は、 在任委員及び議事に関係の あ る 特別委員の半数以上が出席 し な ければ、 会議を開 く こ と

がで き な い 。

3 会議の議事は 、 出席 した委員及び議事に関係のあ る 特別委員の過半数で決 し 、 可否同数の と き は 、

議長の決す る と こ ろ に よ る 。

(部会)

第三十三条 審議会は、 その定め る と こ ろ に よ り 、 部会を置 く こ と がで き る 。

2 部会に属すべ き委員及び特別委員は 、 会長が指名す る 。

3 前二条の規定は 、 部会の運営について準用す る 。

(幹事)

第三十四条 審議会に 、 幹事を置 く 。

2 幹事は 、 県の職員の う ち か ら 、 知事が任命す る 。

3 幹事は 、 会長の命を受け 、 審議会の所掌事務について委員を補佐す る 。

4 幹事は 、 審議会又は部会の会議に出席 し 、 意見を述べ る こ と がで き る 。

(庶務)

第三十五条 審議会の庶務は 、 生活環境部において処理す る 。

(雑則)

第三十六条 こ の条例に定め る も のの ほ か 、 審議会の運営に関 し必要な事項は 、 審議会が定め る 。

附 則

(施行期 日 )

こ の条例は 、 公布の 日 か ら施行す る 。

以下省略
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資料 2 平成 9 年度環境保全関係予算等の概要

◎ 環境政策課 (単位 千円)

事 業 名 9 年度当初予算 備 考

( 目 ) 環境保全費

環境保全行政費

大気汚染防止対策費

水質汚濁防止対策費

湖山池水質浄化対策推進費

湖山池工場事業場排水規制強化基礎搦査費

中海水質浄化対策推進費

市街地汚濁負荷原単位調査

水質浄化対策推進費

水環境掲査研究推進事業費

騒音防止対策費

振動防止対策費

悪臭防止対策費

地盤沈下防止対策費

環境影響評価推進費

環境基本。十画策定事業費

環境管理情報シ ス テ ム整備事業費

海水浴場整備促進指導費

ウ ラ ン残土堆積場環境調査費

｢ と っ と り ア ジ ェ ン ダ21｣推進事業費

141 , 021

6 , 196

37 , 647

38 , 695

1 , 303

1 , 142

5 , 535

4 , 639

1 , 502

1 , 1 16

1 , 100

340

2 , 072

1 , 361

1 , 541

14 , 624

3 , 5 14

225

9 , 204

9 , 265

環境保全推進費 4 , 156

審議会等開催費 2 , 040

ばい煙凋査費 672

環境汚染物質澗査費 8 , 498

汚染物質排出量崗査費 166

自 動車排出ガス汚染詞査費 2 , 71 1

有害大気モ ニ タ リ ン グ事業費 25 , 600

公共用水域等水質覊査費 31 , 1 1 1

事業場排水澗査指導費 5 , 008

ゴル フ 場周辺水質調査指導事業費 2 , 576

と っ と り ア ジ ェ ン ダ21普及啓発事業 667

地球にやさ しい ラ イ フ ス タ イ ル検討推進事業費 772

率先 ･ 先導事業費 571

地球環境汚染物質等調査費 1 , 035

省資源 ･ 省 エ ネ ル ギー運動推進費 1 , 630

フ ロ ン 回収対策促進事業 724

環境教育基盤整備事業費 541

環境教育活動推進事業費 1 , 2 16

生活排水対策推進事業費 2 , 109

合 。十 141 , 021
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(単位 千円 )◎ 廃棄物対策課

事 業 名 9 年度当初予算 備 考

( 目 ) 環境保全費

合併処理浄化槽設置推進事業費

一般廃棄物処理指導費

環境美化対策推進事業費

一般廃棄物減量化 ･ 再生利用推進事業費

産業廃棄物処理指導費

公共関与処分場設置推進事業費

207 , 650

120 , 770

6 , 890

34 , 272

9 , 125

10 , 496

26 , 097

合 計 207 , 650

◎ 景観 自 然課 (単位 千円)

事 業 名 9 年度当初予算 備 考

( 目 ) 環境保全費

自然保護行政費

自然環境の保全 と 開発の在 り 方検討事業費

自 然保護対策費

保全地域調査及び管理費

公園詞査及び管理費

公園等施設整備事業費

大山榎原駐車場整備事業費

氷 ノ 山 自 然ふれあいの里整備事業費

自 然環境保全審議会費

温泉振興対策費

自 然保護思想普及啓発事業費

自然科学館管理運営費

3 , 741

739

1 7 , 303

1 , 522

24 , 527

194 , 390

250 , 504

1 , 330 , 474

2 , 535

2 , 482

5 , 486

7 , 598

自 然保護行政費 1 , 8 1 1

自 然環境保全基礎調査 1 , 930

自 然保護用地管理費 1 , 063

鳥取砂丘景観管理事業 16 , 240

公園調査指導費 325

国立公園管理費 18 , 361

国定公園管理費 624

自 然歩道等管理費 5 , 217

自 然ふれあい館整備費 855 , 351

周辺野外施設整備費 475 , 123

自 然保護部会費 1 , 163

温泉部会費 1 , 372

温泉調査指導監督費 2 , 482

ふ る さ と の 自 然観察会事業 2 , 930

自 然観察指導員設置事業 2 , 556

合 計 1 , 841 , 301

( ) は 内書
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資料 3 市町村の環境保全行政機構

市 町 村 名 環境保全行政担当部 ･ 果名 環 境 審 議 会 設 置 電 話 番 号 ( 代 表 )

鳥 取 市

米 子 市

倉 吉 市

境 港 市

国 府 町

岩 美 町

福 部 村

郡 家 町

船 岡 町

河 原 町

八 東 町

若 桜 町

用 瀬 町

佐 治 村

智 頭 町

気 高 町

鹿 野 町

青 谷 町

羽 合 町

泊 村

東 郷 町

三 朝 町

関 金 町

北 条 町

大 栄 町

東 伯 町

赤 碕 町

西 伯 町

会 見 町

岸 本 町

日 吉 津 村

淀 江 町

大 山 町

名 和 町

中 山 町

日 南 町

日 野 町

江 府 町

溝 口 町

生 活 環 境 部 環 境 課

市 民 環 境 部 環 境 課

生 活 環 境 部 環 境 課

産業環境部環境 防 災課

健 康 対 策 課

生 活 環 境 課

福 祉 保 健 課

福 祉 課

町 民 爆

健 康 対 策 果

ふ れ あ い 揉

町 民 課

地 域 振 興 課

民 生 県

福 祉 爆

町 民 福 祉 課

健 康 福 祉 課

環 境 対 策 室

町 民 燥

住 民 課

町 民 課

町 民 課

町 民 景

町 民 果

保 健 燥

町 民 生 活 課

町 民 課

企 画 政 策 課

福 祉 保 健 課

福 祉 保 健 課

住 民 課

企 画 掲 整 課

企 画 課

環 境 整 備 揉

福 祉 保 健 派

企 画 課

環 境 整 備 課

建 長 環 境 課

環 境 揉

○昭和47 . 10 . 13

0平成 6 8 1 1

0 " 6 8 1

0 " 6 9 30

0 “ 3 7 4

○平成 6 4 . 1

0 " 6 12 . 22

0 “ 6 10 . 1

0 〃 7 7 1 1

○平成 8 9 26

0 " 6 7 1

○平成 4 5 20

0 “ 6 1 1 . 1 1

0 “ 7 7 1

0 " 6 9 . 30

0 〃 6 10 . 1

0 " 6 10 . 1

0 “ 6 10 . 1

0 〃 6 10 . 1

0 “ 6 10 . 1

0 " 6 . 10 . 3

○昭和48‐ 3 24

0平成 3 3 29

○平成 7 . 3 28

○昭和47 . 7 1

0 “ 48. 4 1

○平成 7 4 1

( o 8 5 7 ) 2 2 -‐ 8 1 1 1

( o 8 5 9 ) 2 2 - 7 1 1 1

( o 8 5 8 ) 2 2 - 8 1 1 1

( o 8 5 9 ) 4 4 - 2 1 1 1

( o 8 5 7 ) 2 2 -‐ 0 1 1 1

( o 8 5 7 ) 7 3 -‐ 1 4 1 1

( o 8 5 7 ) 7 5 -‐ 2 1 1 1

( o 8 5 8 ) 7 6 -- 0 2 0 5

( o 8 5 8 ) 7 2 -‐ 0 0 4 4

( o 8 5 8 ) 7 6 -‐ 3 1 1 1

( o 8 5 8 ) 8 4 -‐ 1 2 2 0

( o 8 5 8 ) 8 2 - 2 2 3 2

( o 8 5 8 ) 8 8 -‐ 0 2 1 1

( o 8 5 8 ) 8 7 - 2 1 1 1

( o 8 5 8 ) 7 5 -‐ 4 1 1 9

( o 8 5 7 ) 8 2 -‐ 0 0 1 1

( o 8 5 7 ) 8 4 -‐ 2 4 3 1

( o 8 5 7 ) 8 5 -‐ 0 0 1 1

( o 8 5 8 ) 3 5 -‐ 3 1 1 1

( o 8 5 8 ) 3 4 -‐ 3 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 3 2 - 1 1 1 1

( o 8 5 8 ) 4 3 -‐ 1 1 1 1

( o 8 5 8 ) 4 5 -‐ 1 1 1 1

( o 8 5 8 ) 3 6 -‐ 3 1 1 1

( o 8 5 8 ) 3 7 -‐ 3 1 1 1

( o 8 5 8 ) 5 2 -‐ 2 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 5 5 -‐ 0 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 6 - 3 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 4 -‐ 2 2 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 8 -‐ 3 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 2 7 -‐ 0 2 1 1

( 0 8 5 9 ) 5 6 - 3 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 5 3 -‐ 3 3 1 1

( 0 8 5 9 ) 5 4 - 3 1 1 1

( 0 8 5 8 ) 5 8 -‐ 2 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 8 2 -‐ 1 1 1 1

( 0 8 5 9 ) 7 2 -‐ 0 3 3 1

( 0 8 5 9 ) 7 5 - 2 2 1 1

( 0 8 5 9 ) 6 2 一 0 7 1 LJ

岬
1
ム

ー
ユ

ー
▲

1
4

1
4

1
4

1
4

そ
り

溝
4

1
4

ハ
U

n
/
ム

ー
ム

ー
▲

Q
J

1
4

T
4

1
4

1
基

1
4

1
4

1
驫
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資料 4 市町村の環境関係条例制定状況

条 例 公 布 日 施 行 日

鳥 取 市 自 然 保 護 お よ び 環 境 保 全 条 例

米 子 市 環 境 保 全 条 例

倉 吉 市 公 害 防 止 条 例

境 港 市 公 害 防 止 条 例

大 栄 町 環 境 保 全 条 例

大 山 町 環 境 保 全 条 例

赤 碕 町 環 境 保 全 条 例

東 伯 町 環 境 保 全 条 例

三 朝 町 環 境 保 全 条 例

西 伯 町 環 境 保 全 条 例

日 吉 津 村 環 境 保 全 に 関 す る 条 例

岩 美 町 水 道 水 源 保 護 条 例

淀 江 町 公 害 防 止 条 例

国 府 町 環 境 保 全 条 例

中 山 町 環 境 保 全 条 例

青 谷 町 環 境 保 全 条 例

会 見 町 公 害 防 止 条 例

関 金 町 環 境 保 全 条 例

羽 合 町 環 境 保 全 条 例

東 郷 町 環 境 保 全 条 例

名 和 町 環 境 保 全 条 例

北条町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

境 港 市 飼 い 犬 ふ 霜 害 等 防 止 条 例

境 港 市 環 境 基 本 条 例

昭和47 ‐ 10 . 13

47 . 6 . 28

48 . 9 . 1 3

48 . 12 . 24

48 . 12 . 14

48 . 7 2

49 . 3 . 30

54 . 10 . 1

54 . 3 . 27

49 . 3 . 23

60 . 1 1 . 15

日 2 3 ‐ 30

2 7 . 26

3 3 . 30

4 3 . 24

4 5 . 18

4 . 10 . 1

6 . 10 . 1

6 . 10 . 1

6 9 . 30

7 3 . 22

9 3 . 25

9 . 12 . 19

10 . 6 . 19

47 . 10 . 1 3

47 . 7 1

49 . 1 1

49 . 6 1

49 . 1 1

48 , 7 2

49 . 3 . 30

54 . 10 . 1

54 . 9 . 27

49 . 3 . 23

60 . 1 1 . 16

玉韮 2 3 ‐ 30

2 7 . 26

3 4 1

4 3 . 24

4 5 . 20

5 4 1

6 . 10 . 1

6 . 10 . 1

6 . 10 . 1

7 4 1

9 4 1

9 . 1 2 . 19

10 . 6 . 19

市町村版 ロ ー カ ル ア ジ ェ ン ダ について

鳥取市 平成10年 3 月 制定
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資料 5 市町村及び住民の公害防止協定締結状況

締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

鳥 取 市

住 民

ト ス テ ム 鳥取㈱

鳥取旭工業㈱

大洋住研ホ ー ロ ー㈱

㈱山陰カ ラ ー総合現像所

㈱ア サ ヒ メ ッ キ

協同組合鳥取鉄工セ ン タ ー他 8 社

岡鳥取菓子工業セ ン タ ー他 3 社

三洋製紙㈱

鳥取三洋電機㈱

鳥取ダイ ヤ モ ン ド電機㈱

大同端子製繖開

丸栄金属製作所

㈱サ ン フ イ ズ

リ コ ー マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス㈱

㈱ス イ デ ソ

ユ ニオ ン ケ ミ カ ー㈱鳥取工場

加藤金属興業㈱

㈱正光

鳥取県

中谷壽江

金 属 製 品

"ッ

"7

写 真 現 像

金 属 製 品

金 属 製 品 等

食 料 品 製 造

製 紙

電 機 製 品

んッ

イン

機 械 製 品

食 品 製 造

電 気 製 品

電 気 器 目

そ の 他 製 品 製 造

金 属 製 品

‘ツ

工 業 試 験 場
汚 水 処 理 施 設

産 業廃 棄物処理業

S 48 . 12 . 28

50 . 1 2 。 29

ん7

ん7

5 1 . 7 . 26

52 . 9 . 1 0

イン

5 1 4 1

57 . 9 8

んッ

ん7

63 . 7 1

63 . 8 1

H 2 7 . 1 0

3 3 . 27

4 . 1 2 . 9

6 , 4 . 1 8

S 52 . 1 . 1 0

H 10 . 2 . 1 3

工業団地進出企

業 と の協定

組合立会

市立会

米 子 市

住 民

“7

"7

ん7

米子市

ア ス フ ァ ル ト 合材㈱

日 建工業㈱

日 清ハ ム㈱

㈱米子富士通

ホ シ デ ン ･ フ ィ リ ッ プ ス 米子㈱

日 本酸素㈱

王子製紙㈱米子工場

清 掃 工 場 建 設

アス フ ァ ル ト フo ラ ソ ト

宅 地 開 発

食 品 加 工 業

電 機 製 造 業

ん7

ガ ス 業

パ ル プ ･ 紙 製 品

S 52 . 8 . 1 9

56 . 1 0 . 20

6 1 . 5 . 9

6 1 1 1 1 5

キー 3 9 . 1 7

5 . 4 . 2 2

5 . 1 2 , 2 2

1 0 . 1 0 . 27

市議会立会

市立会

"ッ

住民立会

れ7

イン

倉 吉 市 日 本チ ッ プ工業㈱

㈱明治機械製作所

関金生 コ ン㈱

東伯町長他

鳥取県農業協同組合中央会

㈱倉吉イ ン タ ー ヒ ル ズ ゴル フ ク フ フ

白 山環境開発㈱

製 材 業

機械 ･ 器 具 製造 業

生 コ ン プ ラ ン ト

清 掃 工 場 建 設

畜 産 業

ゴ ル フ 場

最 終 処 分 場

S 47 . 2 . 16

47 . 7 . 20

48 . 2 , 1 4

48 . 1 0 . 22

49 . 9 27

日 3 . 6 . 1 0

元 . 1 1 . 24

住民立会

ん7

‘ッ

県立会
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

倉 吉 市

住 民

んッ

住 民

打吹建窺㈱

神鋼機器工業㈱

鳥取中部ふ る さ と 広域連合

大川塵清掃

鳥取中部ふ る さ と 広域連合

建 設 業

機 械

し 尿 処 理 場

産 業 廃 棄物処理 業

そ般廃棄物処理施長

S 47 . 1 1 . 8

50 . 2 . 2 1

日 3 ‐ 1 2 . 26

4 . 7 . 6

8 . 3 . 29

市立会

れソ

"ッ

"ツ

"ッ

境 港 市 日 本石油㈱

侑擬海化成

三光㈱

石 油

魚 腸 骨 処 理 場

産 業廃 棄物処理業

S 49 . 9 . 20

H元 . 2 . 1 6

4 7 . 1 4

国 府 町 鳥取協同畜産㈱

㈱三協 レ ン タ ル

㈲橋本鉄工所

中国工業㈱

㈱塗本金型製作所

㈱鳥取銀行 (倉庫)

㈱エー シ ー エ ス

畜 産

レ ン タ ル 業

鉄 工 業

木 材 加 工 業

プラ ス チ ッ ク金型製造

金 融 業

建輻雌鶏材コ ンサルタ ン ト

S 63 . 7 . 25

H 9 8 . 2 6

んツ

"ッ

んッ

れ7

れソ

覚 書

"ツ

れ7

‘ツ

ん7

れ7

岩 美 町 三洋エ ク セ ル㈱

㈲鳥取 ダ ソ レ ッ ク ス

一 次 電 池 製 造 業

中 間 処 理 施 没

S 58 . 5 . 7

H 3 8 . 27

住民立会

県立会

郡 家 町 山根金属工業㈱

㈲ウ ェ ル ド

金 属 製 品

乙ソ

H 2 . 1 1 . 1 7

3 2 2

河 原 町 鳥取八木電子㈱

日 光電子工業㈲

電 気 製 品 製 造

"7

S 48 . 1 0 . 1 9

49 . 1 0 . 29

八 東 町 山本和正

昭和樹脂化工㈱

朝倉 勲

八東町農業協同組合

畜 産

化 学 製 品

畜 産

れァ

S 49 . 1 . 1 4

5 1 . 7 . 30

5 1 . 1 2 . 8

53 . 4 . 1 5

智 頭 町

"7

㈱楽粹

㈱ツ ル ミ プ ラ

食 品 製 造 業

化 学 製 品

S 63 . 6 . 1 0

63 . 1 1 . 24 県立会

青 谷 町 岸本三光堂

鈴与 ト ラ ッ ク ス テー シ ョ ン㈱

ユー シ ー産業㈱

事 務 用 紙 製 品

石 油

各 種 樹 脂 製 品

H 3 3 . 27

5 . 6 . 1 8

8 4 1

気 高 町

住 民

旭国際開発㈱

㈱プ ラ ス サー ビ ス

ゴ ル フ 場

産業廃棄物中間処理

H 6 . 1 2 . 20

7 . 8 . 2 1

町立会

住民立会

羽 合 町 倉吉魚市場㈱

鳥取県

水 産 食 料 品

天神川流域 ･ 下水道
終 末 処 理 場 設 置

S 47 . 6 . 1

5 1 . 5 . 1

泊 村 日 本海生 コ ン株式会社

八幡生 コ ン株式会社

生 コ ン プ ラ ン ト

"

H 4 . 8 . 2 5

4 8 . 25

住民立会

れッ
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

泊 村 東郷町 排 水 処 理 施 設 H 7 , 9 . 1 8 住民立会

三 朝 町 鳥取県中部森林組合

中部砂利生産協同組合

田栗信稔

川本仁志

広田正和

小椋興業㈲

三朝町農業協同組合

山本宏志

街寢ミ江商事

㈲工房鉱業

マ キ タ建設株式会社

㈲田栗商事

木 材 木 製 品

土 石

畜 産

れ7

土 石

"ツ

給 油 所

畜 産

真 砂 土 採 取

ん7

れツ

土 石

S 57 . 1 0 . 1 4

58 . 5 2

60 . 5 . 1 5

60 . 8 . 1 3

60 , 10 . 1 1

6 1 . 5 7

王1 2 . 7 ‐ 6

2 7 . 6

4 . 12 . 8

8 . 1 2 . 6

1 0 . 4 . 9

10 . 1 1 . 20

住民立会

住民立会

関 金 町 日 本海環境㈲ 産 業 廃 棄 物 処 理 H 7 . 4 . 1 2 県立会

北 条 町 山陰自 動車整備工業㈱

中部建設協同組合

三陽合繊㈱

前川菊次

北条町農業協同組合

中部舗装㈱

北条町農業協同組合

県央自動車協業組合

相模ハ ム㈱

侑凋ヒ条 リ ョ ー コ ー ア パ レル

鳥取県農業協同組合連合会

㈲吉村オー ト サ ー ビ ス

車 輌 整 備

土 石

紡 績

農 産 物 処 理

フ イ ス セ ソ タ ー

アス フ ァ ル ト プラ ン ト

畜 産

車 輌 整 備

食 品 加 工 業

衣料品製造加工販売

住 宅 団 , 地

車 輌 整 備

S 50 . 9 . 20

50 . 6 . 28

53 . 1 0 . 5

52 . 6 . 1 3

52 . 3 . 1 9

54 . 1 0 . 3 1

56 . 6 . 1 5

56 . 8 . 20

59 . 9 1

63 . 1 . 26

モ壬 5 ‐ 5 ‐ 24

7 1 9

住民立会

ん7

乙ツ

た7

イン

れ7

“7

"ッ

ん7

れ7

大 栄 町

住 民

㈱河鶴

東伯町農業協同組合

鳥取サ ン シ ャ イ ン セ ン タ ー

新興螺子㈱

㈲岡崎種鶏場

中原健治

梅津広信

白山環境開癪㈱

鳥取県環境保全事業協同組合

大栄町農業協同組合

扶桑木材㈱

食 料 品 製 造

畜 産

ク リ ー ニ ン グ

機 械 部 品 製 造

畜 産

たり

ん7

最 終 処 分 場

ん7

ブ イ ス セ ソ タ ー

建 材

S 5 1 . 1 1 . 1 7

55 . 2 . 25

50 . 4 . 1 1

55 . 5 . 30

59 . 5 . 1 1

63 . 1 2 . 2 1

H 元 . 1 1 . 1 4

元 . 1 1 . 24

5 . 2 . 8

S 52 . 1 1 . 1 1

47 . 1 . 20

の )
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

大 栄 町

住 民

ん7

んッ

れ7

ん7

大栄町農業協同組合堆肥セ ン タ ー

"フ ィン

んツ ィツ

新木木工㈱

小椋ス レー ト 工場

㈱河金組

肥 料

んツ

んツ

木 材 木 製 品

窯 業 ･ 土 石

最 終 処 分 場

S 56 . 1 0 . 3

57 . 1 2 . 1 3

58 . 7 . 27

王邇 3 8 ‐ 26

3 . 1 2 . 5

8 4 . 4

町立会

"7

"ッ

‘7

ん7

赤 碕 町 富士西産業㈱

赤碕町農業協同組合

赤碕町生 コ ン㈱

上野水産㈱

赤碕町農業協同組合

鳥取県農業協同組合連合会

食 料 品 製 造

農 産 物 加 工

生 コ ン プ ラ ン ト

水 産 食 料 品

ラ イ ス セ ン タ ー

家 畜 市 場

S 48 . 1 0 . 28

5 1 . 1 2 . 1 5

49 . 1 2 . 27

49 . 1 . 22

53 . 1 2 . 7

モま 4 ‐ 1 L 25

県立会

んッ

住民立会

住民立会

東 伯 町

住 民

れ7

東伯町農業協同組合

下伊勢畜産団地組合

川本正一郎

東伯町農業協同組合

イン

んッ

んツ

近 藤 弘

小 前 孝 夫

三 島 英 幸

池 山 敏 明

西 本 和 昭

東伯町農業協同組合

ろッ

"7

‘ッ

‘ツ

乙7

生田孝信

東伯町農業協同組合

れソ

たり

ろツ

"ッ

畜 産

畜 産

イン

たり

たり

ろッ

んツ

牛 舎

んッ

"7

ん7

れツ

畜 産

んッ

ろ7

乙ッ

ん7

たり

た7

た7

たり

たツ

イン

んッ

S 53 . 8 . 2 1

5 3 . 2 . 20

6 1 . 1 0 . 3

6 1 . 1 2 . 5

んッ

62 . 7 . 27

63 . 5 . 26

63 . 5 . 26

"7

ん7

んァ

れ7

58 . 6 . 1 5

58 . 1 2 . 7

58 . 1 2 . 1 6

60 . 3 6

モー 2 5 1 4

4 5 . 1 1

4 9 . 30

5 . 1 2 . 2

5 . 1 2 . 27

6 . 9 . 5

S 52 . 1 2 . 28

5 3 . 8 . 1 0

住民立会

覚 書

同意書

住民立会

イン

"7

んッ

れソ

確約書

"ッ

"

住民立会

確約書

町立会
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

東 伯 町

住 民

たり

んツ

メツ

乙ツ

たソ

たツ

んッ

れ7

メソ

ん7

れ7

れ7

たり

れ7

た7

ろ7

たツ

ん7

んッ

ん7

ん7

ん7

れツ

東伯町農業協同組合

れッ

㈲東和資料

東伯町農業協同組合

んッ

れッ

"7

イン

"7

んツ

"ヅ

‘7

"フ

んッ

ん7

川本有希子

東伯町農業協同組合

三浦幹雄

東伯町農業協同組合

れ7

"グ

ん7

"7

れツ

坂本洋暁

畜 産

れッ

廃 品 処 理 業

畜 産

"7

んソ

"ツ

れツ

ん7

ん7

"7

れ7

んヅ

"ッ

ん7

んッ

"7

んッ

"7

んッ

ん7

れツ

ん7

産 業廃 棄物処理業

畜 産

S 55 . 3 . 2 5

60 . 3 6

58 . 2 . 23

58 . 1 2 . 1 5

58 . 1 2 . 1 6

58 . 1 2 . 25

60 . 1 8

60 . 1 9

60 . 1 . 1 4

60 . 1 . 25

60 . 2 . 12

60 . 3 1

60 . 3 3

60 . 3 4

60 . 3 5

60 . 9 . 30

63 . 1 2 . 20

H元 . 8 . 3 1

4 4 . 1 0

5 . 1 1 . 23

5 . 1 1 . 27

5 1 1 28

5 . 12 . 27

6 . 1 1 . 8

9 7 9

覚 書

んツ

町立会

覚 書

"ッ

‘ソ

んッ

んツ

"ッ

ん7

"7

ん7

んア

れツ

"ア

覚 書

イツ

"7

れツ

"ア

乙ツ

確約書

名 和 町 山陰畜産㈱

山陰畜産㈱

㈱鳥取県食肉 セ ン タ ー

"7

鳥取県経済農業協同組合連合会

イン

㈱中部芝

フ ァ ミ リ ー㈱

日 本海開発㈲

"7

山陰食鶏農業協同組合

畜 産

ん7

畜 産 加 工

イン

畜 産

れッ

ゴ ル フ 練 習 場

健 康 器 具 製 造

産 業廃 棄物処理業

"7

畜 産

S 48 . 1 2 . 1 4

58 . 3 . 1 5

57 . 7 . 30

59 . 9 . 25

58 . 1 0 . 1 7

王宝 4 7 ‐ 2 8

3 4 . 5

4 9 . 25

4 . 1 0 . 1 2

6 . 1 1 . 2 1

6 . 1 1 . 29

住民立会

住 民

米子保健所長

住民立会 ÷｣
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

名 和 町

住 民

"ッ

んッ

ん7

れッ

れ7

れ7

枝谷純拓

名和食鷄㈲

キマ チ医院

㈲山水園

山陰畜産㈱

レ ッ キ ス工業㈱

㈲ユ ミ ハマ フ ァ ー ム

畜 産

んッ

医 療

畜 産

農 業 資 材

機 械 製 造 業

畜 産

S 50 . 1 0 . 1 1

54 . 1 0 . 24

58 . 5 1 9

5 1 5 . 1 0

49 . 6 . 1 0

王1 8 ‐ 5 ‐ 1 6

1 0 . 1 2 . 25

町立会

んツ

"ッ

町立会

中 山 町 ㈱中部芝 農 業 資 材 H 3 . 4 5

大 山 町

住 民

㈱近畿北 コ ソ

㈱片木ア ル ミ ニ ュ ー ム製作所

山陰養殖漁業組合

サ ン グ レ ス㈱

社会福祉法人湊寿会

大山プ レ カ ッ ト 協業組合

生 コ ン プ ラ ン ト

非 鉄 金 属 製 品

養 殖

金 属 製 品

食 品 製 造

木 材 加 工

S 48 . 1 . 3 1

60 . 1 0 . 1 7

62 . 4 . 2 1

モ壬 3 4 ‐ 2 9

8 . 7 . 3

8 3 . 1

住民立会

住民立会

"ッ

町立会

西 伯 町 江崎 グ リ コ㈱

嶋田 プ レ シ ジ ョ ン㈱

エ ヌ オ ウ ケ イ メ グ フ ス テ ィ ッ ク㈱

エ レ テ ッ ク ,鳥瓢総

㈱タ ナ カ

食 料 品 製 造

プ フ ス テ ィ ッ ク 加工

自 動 車 部 品 製造 業

電 子 部 品 製 造 業

土 砂 採 取 業

S 49 . 1 1 . 20

59 . 1 2 . 22

H元 . 7 . 28

2 . 6 . 1

8 3 . 25

覚書

覚書 (県立会)

淀 江 町

住 民

れッ

れツ

んツ

れッ

んッ

朝 日 住建

大勇 自動車

山根 巌

山本金属工業㈱

鳥取県経済農業協同組合連合会

㈱ ツ カ サ製作所

鳥取ダ イ ハ ツ 販売㈱

環境プ ラ ン ト 工業㈱

社会福祉法人養寿会

環境プ ラ ン ト 工業㈱

米子精工㈱

山陰食鶏農業協同組合

れッ

㈱大協組

ニ ュ ー キ ン グ

ゴ ル フ 場

車 輛 整 備

病 院

電 気 製 品 製 造

食 料 品 製 造

電 気 製 品 製 造

自 動 車 販 売

最 終 処 分 場

食 品 製 造

最 終 処 分 場

機 械 加 工

畜 産

たッ

土 石

パ チ ン コ 店

S 63 . 8 . 26

50 . 5 . 1 5

53 . 12 . 25

48 . 1 2 . 28

53 . 8 . 1 7

50 . 1 2 . 28

H元 . 1 0 . 3

4 5 . 2 1

8 4 . 30

S 63 . 9 . 26

5 1 . 2 . 1 3

50 . 2 . 1 3

59 . 8 1 7

49 . 1 0 . 2 1

58 . 6 . 23

町立会

れ7

町立会

"ッ

んツ

んッ

"ツ

メソ

会 見 町 栗村製作所

㈱中央砕石

機 械 器 具 製 造

土 石

S 49 5 1 5

H 9 3 27 県 ･ 住民立会
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締 結 当 事 者
業 種 締結年月 日 備 考

市町村等 締 結 企 業 ( 工 場 ) 等

会 見 町 丸福石油㈱

ア ルバ ト ロ ス株式会社

土 石

産 廃 最 終 処 分 場

H 4 . 4 . 2 1

5 . 1 1 . 1 5

住民立会

地元区長立会

岸 本 町 丸福石油㈱

大山 グ リ ー ン開発総

グ リ ー ン パー ク 大山㈱

アルバ ト ロ ス㈱

れッ

鳥取県西部広域行政管理組合

最 終 処 分 場

ゴ ル フ 場

れ7

最 終 処 分 場

れ7

末男廃物魔蝦理･再生･再弟幅

王孟 3 . 1 0 . 3 1

4 4 . 1 7

4 . 1 0 . 1

5 1 1 . 1 7

6 . 6 . 7

7 . 1 . 9

住民 (小野区) ｢

住民 (小野区)

れツ

れ7

日 吉津村 王子製紙㈱ バ ル ブ ･ 紙 製 品 H 10 1 0 . 27

日 野 町 矢崎部品㈱

慶南産業㈱

落合建材

電 気 製 品

砕 石 採 取

真 砂 土 採 取

S 51 . 6 1

58 . 9 . 30

62 . 1 . 26

住民立会

日 南 町

住 民

たッ

ん7

ろッ

セ ン ト ラ ル 日 清 フ ァ ー ム㈱

大阪YMC A

日 南砕石㈲

生山砿業㈱

生山砿業㈱

山陰食鶏農協 三吉食鶏組合

㈱ 日 南 フ ー ズ

生山砿業㈱

山陰食鶏農協

ん7

日 南 町

畜 産

キ ャ ン プ 場

土 石

"ツ

れア

養 鶏

製 造 業

山 林 開 発

養 鶏

ん7

ゴ ミ 焼却処理 施 設

S 49 . 1 0 . 2

55 . 9 . 30

58 1 2 . 1

57 . 2 2

60 . 3 5

60 . 7 1

H 元 . 6 . 2 8

元 . 1 0 . 2 0

S 63 . 1 1 . 9

H 元 . 1 0 . 26

元 3 29

住民立会

覚書

覚書(含む住民)

住民立会

覚書 (町立会)

"

覚書

溝 口 町

れ7

"ッ

ん7

"ッ

んッ

( 組 合 )

㈱大協組

大橋産業㈲

美保土建㈱

丸福石油㈱

㈱大山ア ー ク カ ン ト リ ー ク ラ ブ

大山 グ リ ー ン 開発㈱

創価学会

愛知三菱 自 動車販売㈱

真 砂 土 採 取

ん7

イン

乙ソ

ゴ ル フ 場

イン

研 修 所

乗 馬 施 設

S 56 . 3 4

58 . 7 5

63 . 7 1 9

63 . 9 . 27

H 元 . 3 . 22

3 . 1 2 . 3

6 . 7 . 28

4 2 . 27

住民立会

住民立会

"ッ

れ7

ん7

ろ7



資料 6 大気汚染に係る環境基準

(1 ) 大気汚染に係る環境基準とは

環境基本法第16条第 1 項に よ る 大気の汚染に

係 る環境上の条件につ き人の健康を保護す る う

えで維持す る こ と が望 ま し い基準

(2) 大気汚染に係る環境基準

昭和48年 5 月 8 日 環境庁告示第25号制定

昭和48年 5 月 16 日 環境庁告示第35号一部改正

昭和53年 7 月 1 1 日 環境庁告示第38号一部改正

昭和56年 6 月 17 日 環境庁告示第47号一部改正

平成 8 年10月 25 日 環境庁告示第73号一部改正

物 質 環境上 の 条件 ( 設 定 年 月 日 等 ) 測 定 方 法

二酸化 い お う
1 時間値の 1 日 平均値が0 . 04ppm以下で
あ り 、 か つ 、 1 時間値が0 . 1ppmで あ る
こ と 。 (48 . 5 . 16告示)

溶液導電率法又は紫外線蛍光法

一 酸 化 炭 素
1 時間値の 1 日 平均値が1oppm以下であ
り 、 かつ 、 1 時間値の 8 時間平均値が20
ppm以下であ る こ と 。 (48 . 5 8 告示)

非分散型赤外分析。十 を用い る 方法

浮遊粒子状物質
1 時間値の 1 日 平均値が0 . 1o mg/甘以下
であ り 、 かつ 、 1 時間値が0 . 20 印g/ms以
下であ る こ と 。 (48 . 5 . 8 告示)

濾過捕集に よ る 重量濃度測定方法又は こ の
方法に よ っ て測定 さ れた重量濃度 と 直線的
な関係を有す る量が得 ら れ る 光散乱法、 圧
電天びん法若 し く は ベー タ 線吸収法

二 酸 化 窒 素
1 時間値の 1 日 平均値が0 . 04ppmか ら0 .
06ppm ま での ゾー ン 内又はそれ以下であ
る こ と 。 (53 . 7 . 1 1告示)

ザル ッ マ ソ試薬を用 い る 吸光光度法又はオ
ゾ ン を用い る 化学発光法

光化学オキ シ ダ ン ト 1 時間値が0 . 06ppm以下であ る こ と 。
(48 . 5 8 告示)

中性 ヨ ウ化カ リ ウ ム 溶液を用い る 吸光光度
法若 し く は電量法、 紫外線吸収法又はエ チ
レ ン を用 い る 化学発光法

備 考

1 環境基準は 、 工業専用地域、 車道その他一般公衆が通常生活 し て い な い地域ま たは場所について は 、 適用 し な い 。

2 . 浮遊粒子状物質 と は大気中に浮遊す る 粒子状物質であ っ てその粒径が10 彩 m以下の も のを い う 。

3 . 二酸化窒素について 、 1 時間値の 1 日 平均値が0 . 04ppmか ら 0 . 06ppm ま での ゾー ン 内 に あ る 地域に あ っ ては 、 原則

と して こ の ゾー ン内において現状程度の水準を維持 し 、 又は こ れを大 き く 上回 る こ と と な ら な い よ う 努め る も の とす る 。

4 . 光化学オ キ シ ダ ン ト と は 、 オ ゾ ン 、 パー オ キ シ ア セ チ ルナ イ ト レ ー ト そ の他の光化学反応に よ り 生成 さ れ る酸性化

物質(中性 ヨ ウ 化カ リ ウ ム 溶液か ら ヨ ウ 素を遊離す る も の に限 り 、 二酸化窒素を除 く 。 ) を い う 。

(3) ベ ンゼン 、 ト リ ク ロ ロ エチ レ ン及びテ ト ラ ク ロ ロ エチ レ ンに係る環境基準

(平成 9 年 2 月 4 日 環境庁告示第 4 号制定)

物 質 環境 上 の 条 件 ( 没定 年 月 日 等 ) 測 定 方 法

ペ ソ ゼト ソ
1 年平均値が0 . 003 mg/が以下であ る こ
と 。 キ ャ ー ス タ ー又は捕集管に よ り 採取 した資

料を ガス ク ロ マ ト グ ラ フ 質量分析。刊こ よ り
測定す る 方法を標準法 と す る 。 ま た 、 当該
物質に関 し 、 標準法 と 同等以上の性能を有
す る こ と が確認 さ れた測定方法につ いて も
使用可能 と す る 。

ト リ ク ロ ロエチ レン 1 年平均値が0 . 2 mg/證以下であ る こ と 。

ア ト フ ク ロ ロ エチ レソ 1 年平均値が0 2 mgノゴ以下であ る こ と 。

備 考

L 環境基準は 、 工業専用地域、 車道そ の他一般公衆が通常生活 して い な い地域ま たは場所については 、 適用 しな い 。

2 . ベ ン ゼ ン 、 ト ノ ク ロ ロ エ チ レ ン及び ブ ト フ ク ロ ロ エ チ レ ソ に よ る 大気の汚染に係 る環境基準は 、 継続的に摂取 さ れ

る場合には人の健康を損な う おそれが あ る物質に係 る も のであ る こ と にかん がみ 、 将来にわた っ て人の健康に係 る 被

害が未然に防止 さ れ る よ う “こす る こ と を 旨 と して 、 そ の維持又は早期達成に努め る も の と す る 。
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資料 7 大気汚染原因物質の経年変化

(1) 二酸化いお う の経年変化

測定局 項 目 牙 年 護 晋 年 護 著 年 護 テ 年 護 肴 年 護 普 年 護

衛生研究所

測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 724 8 , 727 8 , 703 8 , 725 8 , 663 8 , 7 16

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 004 0 . 004 0 . 005 0 . 005 0 . 005 0 . 004

1 時間値が0 . lppmを超え た時間数 ( 時間 ) O O O O O O

日 平均値が0 . 04ppm を超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 040 0 . 034 0 . 051 0 . 043 0 . 032 0 . 023

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 014 0 . 01 1 0 . 012 0 . 015 0 . 012 0 . 008

米子保健所

測 定 時 間 ( 時間 ) 7 , 286 8 , 091 8 , 728 8 , 648 8 , 336 8 , 741

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 004 0 . 003 0 . 004 0 . 004 0 . 003 0 . 003

1 時間値が0 . 1ppmを超え た時間数 ( 時 間 ) O O O O O O

日 平均値が0 . 04ppmを超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 040 0 . 051 0 . 050 0 . 074 0 . 033 0 . 052

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 012 0 . 015 0 . 01 1 0 . 016 0 . 009 0 . 01 1

倉吉保健所

測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 679 8 , 475 8 , 691 8 , 698 8 , 541 O

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 003 0 . 003 0 . 003 0 . 003 0 . 004

1 時間値が0 . 1ppmを超え た時間数 ( 時間 ) O O O O O

日 平均値が0 . 04ppm を超 え た 日 数 ( 日 ) O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 056 0 . 037 0 . 085 0 . 038 0 . 027

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 014 0 . 009 0 . 009 0 . 0 1 1 0 . 010

夷
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( 2) ァ 一酸化炭素の経年変化 (一般環境大気測定局)

測定局 項 目 誓 年 護
平 成

5 年 度
平 成

6 年 度

平 成

7 年 度 晋 年 護
平 成

9 年 度

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 683 8 , 583 8 , 627 8 , 587 7 , 008 7 , 875

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 5 0 . 3

8 時間値が幼に證mを超えた回数 ( 回 ) O O O O O O

日平均値が1伽pmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 3 1 . 8 1 . 9 1 . 8 3 . O 1 . 7

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 9 0 . 9 1 . 2 1 . 5 1 . 8 0 . 7

米子保健所

測 定 時 間 ( 時間 ) 7 , 796 8 , 538 8 , 679 8 , 612 8 , 429 8 , 707

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 3 0 . 4

8 時間値が幼團1を超えた回数 ( 回 ) O O O O O O

日平均値が1蝿pmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 6 1 . 3 1 . 5 1 . 2 1 . 4 1 . 5

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . O 0 . 9 1 . O 0 . 9 0 . 7 1 . O

倉吉保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 671 8 , 626 8 , 709 8 , 678 8 , 653 O

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 3

8 時間値が勾Ppmを超えた回数 ( 回 ) O O O O O

日平均値が1q四mを超えた 印数 ( 日 ) O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 2 1 . O 1 . O 1 . O 1 . 7

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 8 0 . 6 0 . 8 0 . 7 0 . 9

-205-



イ 一酸化炭素の経年変化 ( 自 動車排出ガス測定局)

測定局 項 目 寸 年 護
平 成

5 年 度

平 成

6 年 度 テ嶺
平 成

8 年 度 青 年 護

※栄町交差点
測 定 時 間 ( 時間 ) 288 240 8 , 705 8 , 585 8 , 706 8 , 648

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 4 1 . 2 0 . 9 0 . 9 0 . 8 0 . 7

朝鰤割値が勾Ppmを超えた回数 ( 回 ) O O O O O O

日平均値が1蝿pmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 9 2 . 1 4 . 5 2 . 6 2 . 2 2 . 1

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 3 1 . 8 2 . 8 1 . 7 1 . 6 1 . 5

丸山交差点

測 定 時 間 ( 時 間 ) 288 264 240 240 2 16 240

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . O 1 . 4 1 . 1 2 . 3 2 . 2 1 . O

8 時間値が勾Ppmを超えた回数 ( 回 ) O O O O O O

日平均値が1伽pmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 3 2 . 7 2 . 8 4 . 3 4 . 2 2 . 5

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 6 1 . 9 2 . 5 3 . 9 3 . 9 2 . 1

米子市公会堂前

測 定 時 間 ( 時 間 ) 288 240 264 240 216 288

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 9 1 . 7 1 . 6 1 . 5 1 . 3 1 . 6

8 時間値が勾Ppmを超えた回数 ( 回 ) O O O O O O

日平均値が1中pmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 3 . 5 3 . 3 3 . 1 3 . 5 2 . 3 4 . O

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 . 7 2 . 2 2 . 5 2 . 5 1 . 9 2 . 3

艫) 丸山交差点 、 米子市公会堂前測定局につ いて は 、 年間測定時間が6 , 000時間以下であ る ため参考

値 と す る 。

※ 栄町交差点は鳥取県物産観光セ ン タ ー か ら移没 (平成 6 年 4 月 )
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(3 ) 浮遊粒子状物質の経年変化

測定局 項 目 誓 年 護 晋 年 護
平 成

6 年 度 チ 年 護
平 成

8 年 度
平 成

9 年 度

衛生研究所

測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 7 17 8 , 715 8 , 725 8 , 740 8 , 706 8 , 715

年 平 均 値 ( mg/が) 0 . 024 0 . 023 0 . 025 0 . 022 0 . 024 0 . 025

1 時間値が0 . 20mg/樹を超えた時間数 ( 時 間 ) O O O O 5 3

日平均値が0 . 1omg/甘を超えた 日数 ( 日 ) O O O O 0 . 1 O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( mg/が) 0 . 165 0 . 14 1 0 . 1 55 0 . 200 0 . 276 0 . 223

日 平 均 値 の 最 高 値 ( m"可) 0 . 083 0 . 071 0 . 071 0 . 090 0 . 068 0 . 070

米子保健所

測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 064 8 , 345 8 , 520 7 , 937 8 , 435 8 , 424

年 平 均 値 ( mg/が) 0 . 026 0 . 025 0 . 024 0 . 025 0 . 023 0 . 023

1 時間値が0 . 20鰓/耐を超えた時間数 ( 時間 ) 1 1 4 21 1 O

日 平均値が0 . 1omg/がを超えた 日数 ( 日 ) 1 1 O 3 O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( mg/が) 0 . 407 0 . 229 0 . 286 0 . 456 0 . 227 0 . 176

日 平 均 値 の 最 高 値 (mg/m3) 0 . 095 0 . 105 0 . 093 0 . 156 0 . 063 0 . 091

倉吉保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 745 8 , 741 8 , 757 8 , 777 8 , 744 O

年 平 均 値 ( mg/m3) 0 . 022 0 . 021 0 . 023 0 . 022 0 . 024

1 時間値が0 . 20mg/話を超えた時間数 ( 時間 ) O 1 1 O O

日平均値が0 . 1omg/證を超えた 日数 ( 日 ) 1 O 1 O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( mg/が) 0 . 162 0 . 269 0 . 465 0 . 146 0 . 125

日 平 均 値 の 最 高 値 ( mg/mう 0 . 1 1 1 0 . 069 0 . 1 10 0 . 072 0 . 072

O

参考 , "
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(4) ァ 二酸化窒素の経年変化 (一般環境大気測定局)

測定局 項 目 牙 年 護
平 成

5 年 度 青 年 護 テ嶺 晋 年 護 肴 年 護

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 731 8 , 522 8 , 6 16 8 , 6 13 8 , 725 8 , 732

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 008 0 . 008 0 . 008 0 . 008 0 . 008 0 . 008

日 平均値が0 .節ppmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 052 0 . 046 0 . 070 0 . 051 0 . 051 0 . 044

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 025 0 . 023 0 . 027 0 . 021 0 . 022 0 . 021

米子保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 085 8 , 732 8 , 701 8 , 579 8 , 481 8 , 739

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 01 1 0 . 0 12 0 . 0 12 0 . 0 12 0 . 0 12 0 . 01 1

日 平均値が0 .第ppmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 054 0 . 052 0 . 063 0 . 059 0 . 059 0 . 067

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 024 0 . 026 0 . 032 0 . 027 0 . 029 0 . 026

倉吉保健所
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 706 8 , 15 1 8 , 710 8 , 729 8 , 629 O

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 006 0 . 006 0 . 006 0 . 007

L

0 . 006

日 平均値が0 .節ppmを超えた 日数 ( 日 ) O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 043 0 . 048 0 . 1 15 0 . 089 0 . 039

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 021 0 . 015 0 . 018 0 . 017 0 . 019

イ 二酸化窒素の経年変化 ( 自 動車排出ガス測定局)

測定局 項 目
平 成

6 年 度
平 成

7 年 度 青 年 護 普 年 護

栄町交差点
測 定 時 間 ( 時間 ) 8 , 715 8 , 765 8 , 750 8 , 075

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 022 0 . 020 0 . 020 0 . 017

日 平均値が0 .第ppmを超えた 日 数 ( 日 ) O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 081 0 . 065 0 . 094 0 . 056

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 038 0 . 038 0 . 046 0 . 030
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(5 ) 光化学オ キ シ ダ ン ト の経年変化

測定局 項 目
平 成

4 年度

平 成

5 年度

平 成

6 年度 夢年護
平 成

8 年度 青年護

衛生研究所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 346 339 358 366 365 365

昼 間 測 定 時 間 ( 時間 ) 5 , 089 4 , 944 5 , 242 5 , 399 5 , 425 5 , 4 1 1

昼 間 の 1 時 間 値 が 0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数 と 時 間 数

( 日 ) 91 53 1 17 57 87 80

( 時 間 ) 215 547 302 783 276 430

昼間の 1 時間値が0 . 12ppm以上の時間数 ( 時間 ) O O O O O O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 104 0 . 089 0 . 099 0 . 106 0 . 104 0 . 095

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 053 0 . 048 0 . 055 0 . 050 0 . 053 0 . 050

米子保健所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 335 357 357 365 356 365

昼 間 測 定 時 間 ( 時 間 ) 4 , 908 5 , 242 5 , 1 13 5 , 369 5 , 271 5 , 442

昼 間 の 1 時 間 値 が 0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数 と 時 間 数

( 日 ) 9 1 1 8 3 2 31

( 時間 ) 39 59 24 9 10 160

昼間の 1 時間値が0 . 12ppm以上の時間数 ( 時 間 ) O O O O O O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 092 0 . 104 0 . 077 0 . 068 0 . 078 0 . 088

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 036 0 . 036 0 . 035 0 . 030 0 . 029 0 . 041

倉吉保健所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 362 365 347 366 363 O

昼 間 測 定 時 間 ( 時間 ) 5 , 292 5 , 373 5 , 1 75 5 , 422 5 , 345 O

昼 間 の 1 時 間 値 が 0 . 0 6 p p m を

超 え た 日 数 と 時 間 数

( 日 ) 53 63 47 59 62

( 時間 ) 329 379 275 358 337

昼間の 1 時間値が0 . 12ppm以上の時間数 ( 時間 ) O O O O O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 092 0 . 1 12 0 . 093 0 . 1 14 0 . 096

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 047 0 . 049 0 . 046 0 . 050 0 . 050
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(6 ) 非 メ タ ン炭化水素の経年変化

測定局 項 目

6 ~ 9 時におけ る 年平均値 (ppmC )

牙年護
平 成

5 年度

平 成

6 年度 テ年護
平 成

8 年度
平 成

9 年度

衛生研究所
測 定 時 間 ( 時 間 ) 7 , 910 8 , 008 7 , 449 7 , 9 1 1 6 , 725 7 , 280

年 平 均 値 範虹C ) 0 . 16 0 . 16 0 . 20 0 . 16 0 . 14 0 . 1 1

6 ~ 9 時 に お け る 年 平 均 値 範mC ) 0 . 17 0 . 18 0 . 20 0 . 16 0 . 15 0 . 12

6 9 時 測 定 日 数 ( 日 ) 349 365 338 358 300 330

6 ~ 9 時 3 時 間 平 均 値 の 最 高 値 憊mC) 1 . 01 0 . 78 0 . 94 0 . 40 0 . 36 0 . 3 1

6 ~ 9 時 3 時間平均値が0 .勾PpmC を超えた 日数 ( 日 ) 106 101 1 15 91 49 18

6 ~ 9 時 3 時間平均値が0 . 3瓱pmC を超えた 日数 ( 日 ) 17 37 46 10 1 O
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資料 8 騒音に係る環境基準

環境基本法第16条の規定に基づ く 、 ｢騒音に係 る環境基準｣ については 、 昭和46年 5 月 25 日 付け閣議

決定に よ り 騒音に係 る環境上の条件について生活環境を保全 し 、 人の健康の保護に資す る上で、 維持 さ

れ る こ と が望 ま し い基準 (以下 ｢環境基準｣ と い う 。 ) と し て定め ら れてい る 。

表 1 騒音に係 る環境基準 (昭和46年 5 月 25 日 閣議決定)

環境基準は 、 地域の類型及び時間の区分 ご と に次表の基準値の欄に掲げ る と お り と す る 。

地域の類型
時 間 の 区 分

該 当 地 域

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

AA 45デ シ ベル国以下 40デ シ ベル国以下 35デ シ ベル国以下 環境基準に係 る 水域及び地域の指定権
限の委任に関す る政令 (昭和46年政令
第159号 ) 第 2 項の規定に基づ き都道
府県知事が地域の区分 ご と に指定す る
地域

A 50デ シ ベル国以下 45デ シ ベル国以下 40デ シ ベ ル(A)以下

B 60デ シ ベル国以下 55デ シ ベル国以下 50デ シ ベル国以下

圏 1 . AA を あて はめ る地域は療養施設が集合 して装置 さ れ る地域な ど と く に静穏を要す る地域 と

す る こ と 。

2 A を あてはめ る地域は主 と して住居の用に供 さ れ る地域と す る こ と 。

3 B を あて はめ る地域は相当数の住居 と併せて商業 、 工業等の用 に供 さ れ る地域と す る こ と 。

ただ し 、 次表に掲げ る地域に該当す る地域 (以下 ｢道路に面す る地域｣ と い う ) については

その環境基準は上表に よ ら ず次表の基準値の欄に掲げる と お り と す る 。

地 域 の 区 分

時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線を有す る道路に面す る 地域 55デ シ ベル国以下 50デ シ ベル国以下 45テ シ ベル国以下

A地域の う ち 2 車線を超え る 車線を有す る 道路に
面す る地域

60デ シ ベル国以下 55 デ シ ベ ル仏)以下 50デ シ ベル国以下

B地域の う ち 2 車線以下の車線を有す る 道路に面
す る 地域

65 デ シ ベル国以下 60 デ シ ベル国以下 55デ シ ベル国以下

B 地域の う ち 2 車線を超え る 車線を有す る道路に
面す る地域

65デ シ ベル国以下 65デ シ ベル国以下 60デ シ ベル国以下

備考 車線 と は 1 縦列の 自 動車が安全かつ円滑に走行す る ため に必要な一定の幅員有す る 帯状の車

道部分を い う
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表 2 地域の類型を あてはめ る地域お よ び時間の区分

(平成 2 年12月 1 1 日 県告示第961号)

地域の類型 地 域

A
鳥取市の区域の う ち都市。十画法 (昭和43年法律第100号) 第 9 条第 1 項か ら 第 3 項 ま

でに規定す る 第 1 種住居専用地域、 第 2 種住居専用地域及び住居地域

B
鳥取市の区域の う ち都市。十画法第 9 条第 4 項か ら第 7 項ま でに規定す る近隣商業地域、

商業地域。 準工業地域及び工業地域

時間の区分 時 間

朝 午 前 6 時 か ら 午 前 8 時 ま で

昼 間 午 前 8 時 か ら 午 後 7 時 ま で

タ 午 後 7 時 か ら 午 後 1 0 時 ま で

夜 間 午後 1 0時 か ら 翌 日 の 午前 6 時 ま で

表 3 一般的な騒音 レ ベル

デ シ ベル 状 況

1 40 極度の聴力障害

1 30 最大可聴限界

1 2 0 飛行機の エ ン ジ ン の近 く

1 1 0 自 動車の ク ラ ク シ ョ ン 、 船の機関室内

1 00 高速列車の近傍

90 組立工場、 やか ま し い地下鉄

80 交通のはげ し い交差点

70 電話のベル ( 1 m )

60 会話 ( 1 m ) 、 一般の事務室内

50 普通の事務室、 静かな住宅地

40

30

2 0

1 0

O

会
話
了
解
の
低
下

作
業
能
率
の
低
下

難
聴

惹 作

起 請
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資料 9 道路交通振動の経年変化

測 定 地 点 所在地

道 路 が

有 す る

車 線 数

平 成 5 年 度 ~ 平 成 9 年 度 の 年 度 変 化 ( 平 均 値 )

道路交通振動

〔80% レ ン ジ上端値(デ シ ベル) 〕

総車両通過台数 (大型車)

(台/10分間)

5饑 6饑 7饑 8皸 9穰 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度

鳥取市
鳥 取 駅 前

永 楽

温泉町

2 車 線
を こ え る

43 40 44 40 48 173 ( 1 5 ) 1 64 ( 1 3 ) 160 ( 14 ) 155 ( 14) 160 ( 10 )

鳥 取 県 物 産
観光 セ ン タ ー

末 広
温泉町

2 車 線
を こ え る

51 49 50 45 45 192 ( 18) 201 ( 1 2 ) 187 ( 12 ) 199 ( 12) 184 ( 12 )

県 庁 前 東 町
2 車 線
を こ え る

43 44 44 41 42 161 ( 15 ) 1 18 ( 12 ) 141 ( 12 ) 140 ( 1 2 ) 155 ( 1 3 )

大 村 薬 局 前 片 原 2 車 線 44 42 44 40 42 154 ( 8 ) 1 50 ( 6 ) 156 ( 4 ) 155 ( 5) 1 44 ( 2 )

県 漁連会館前 青葉町 2 車 線 42 46 47 43 41 314 (27 ) 271 ( 16) 31 3 ( 18) 273 (20) 273 (20)

面 谷 外 科
医 院 付 近

吉方町
2 車 線
を こ え る

47 50 50 48 46 213 (20) 190 ( 1 4 ) 2 1 3 ( 16 ) 201 ( 17 ) 218 ( 15 )

米子市
米 子 駅 前 明治町

2 車 線
を こ え る

53 52 52 52 44 166 (22 ) 1 49 (25 ) 1 51 ( 17 ) 147 ( 17) 177 ( 16 )

中 国 電 力 前 加茂町
2 車 線
を こ え る

51 47 51 5 1 42 277 (29) 255 (23 ) 275 (24 ) 274 (32 ) 254 (20)

米子市公会堂前 角盤町
2 車 線
を こ え る

46 46 44 44 34 354 (24 ) 342 (26) 352 (25 ) 352 (25 ) 347 ( 19 )

消 防 署 付 近
富 士

見 町

2 車 線
を こ え る

43 36 45 45 44 261 ( 17 ) 259 (21 ) 263 ( 1 5 ) 254 ( 18 ) 232 ( 16 )

鳥 取 銀 行
米 子 支 店 前

西福原
2 車 線
を こ え る

48 40 49 48 47 380 (25 ) 407 (28 ) 410 (20 ) 360 (20 ) 434 (20 )

山陰ナ シ ョ ナル
製 品 販 売 前

米 原
2 車 線
を こ え る

40 35 44 42 39 347 (21 ) 35 1 (26 ) 331 ( 23 ) 336 (25 ) 38 1 (22 )

倉吉市
旧 打 吹 駅 前 明治町 2 車 線 42 48 47 46 39 91 ( 6 ) 104 ( 7 ) 89 ( 5 ) 1 12 ( 10 ) 110 ( 5 )

倉 吉 駅 前 上 井
2 車 線
を こ え る

47 49 49 50 61 186 ( 10 ) 164 ( 11 ) 202 ( 11) 202 (17 ) 199 ( 12 )

宮 川 町

ロ ー タ リ ー付近
宮川町

2 車 線
を こ え る

45 44 59 50 49 206 ( 9 ) 224 ( 1 1 ) 208 ( 9 ) 216 ( 10 ) 227 ( 6 )

境港市
鳥 取 銀 行
境 港 支 店 前

上道町 2 車 線 43 37 44 42 38 79 ( 5 ) 85 ( 9 ) 8 1 ( 5 ) 79 ( 5 ) 80 ( 7 )

境 公 民 館 前 湊 町 2 車 線 45 35 47 48 47 92 ( 5 ) 96 ( 8 ) 9 1 ( 3 ) 94 ( 7 ) 82 ( 7)

山 陰合 同 銀行
境 西支店付近

外江町 2 車 線 34 25 36 35 35 72 ( 6 ) 63 ( 5 ) 78 ( 3 ) 86 ( 6 ) 64 ( 8 )

饗
鳥 取 保 健 所
郡 家 支 所 前

郡 家 2 車 線 24 38 36 37 42 127 ( 9 ) 120 ( 9 ) 1 36 ( 1 1 ) 1 38 ( 1 1 ) 1 34 ( 12 )

認
河 原 町 役 場

入 口 付 近
波一木 2 車 線 34 44 45 37 46 165 ( 33 ) 174 ( 39 ) 170 ( 36 ) 194 ( 34) 174 ( 28 )

認 田後バ ス停付近 田 後 2 車 線 41 44 43 43 52 138 ( 12 ) 1 16 ( 10) 1 49 ( 14 ) 15 1 ( 1 3) 178 ( 12 )

講 三 朝 町 役 場 三 朝 2 車 線 39 39 50 43 39 105 ( 10 ) 1 1 1 ( 10 ) 107 ( 5 ) 95 ( 8 ) 93 ( 4 )

最
米 子 保 健 所
根雨支所入口付近

根 雨 2 車 線 34 3 1 25 37 37 91 (24 ) 84 (26) 79 ( 19 ) 82 ( 24 ) 83 ( 28)

圏 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時 ま での 2 時間お き 5 回の測定
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資料1 0 平成 8 年度常時監視測定結果の他県と の比較

概 要

平成 8 年度に中国 5 県で行われた環境大気測定局の測定結果の う ち 、 環境基準物質について比較 し

た も のであ る 。

各物質 (二酸化いお う 、 一酸化炭素、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、 光化学オ キ シ ダ ン ト ) につい

ての比較は表 1 ~表 5 の と お り であ る 。

注 1 各表中数値は、 平成 8 年度 ｢一般環境大気測定局測定結果報告｣ 環境庁大気保全局大気規制

踝編平成 9 年12月 か ら抜粋。

注 2 局数について 、 下段 ( ) 内は設置市町村の数。

注 3 複数局あ る場合は 、 測定結果の最小局 と最大局の測定数値を掲げた。

2 各物質の比較

表 1 ~表 5 の と お り

表 1 二酸化い お ぅ の比較

斌斌氷
年平均値

1 時 間 値 が 0 . 1

p pm を 超 え た 時

間数 と そ の 割 合

日 平均値 が 0 。 0 4

p p m を 超 え た 日

数 と そ の 割 合

1 時 間値

の 最 高値

日 平均値

の 2 % 除

外値

(ppm) (時間) (%) ( 日 ) (%) (ppm) (ppm)

鳥 取
3

(3 )

0 . 003

2
0 . 005

O O O O

0 . 027

2
0 . 033

0 . 007

ご
0 . 009

島 根
4

(4 )

0 . 001

2
0 . 006

O O O O

0 . 014

2
0 . 054

0 . 003

2
0 . 017

岡 山
55

( 15 )

0 . 003

ご
0 . 0 10 〔U)くらべ〕

O

2
0 . O

O O

0 . 015

2
0 . 143

0 . 006

2
0 . 025

広 島
42

( 19 )

0 . 004

2
0 . 0 10 〔=〕)(1▲

O

2
0 . O

O O

0 . 022

2
0 . 120

0 . 007

2
0 . 019

山 口
38

( 13 )

0 . 004

2
0 . 009 Û)(1上

O

2
0 . O

O O

0 . 0 19

2
0 . 17 1

0 . 007

2

0 . 018一
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表 2 一酸化炭素の比較

斌斌永
年平均値

8 時 間 値 が 2 0

p p m を 超 え た 回

数 と そ の 割 合

日 平 均 値 が 1 0

p pm を 超 え た 日

数 と そ の 割 合

1 時間値

の 最高 値

日 平均値

の 2 % 除

外値

(ppm) (時間) (%) ( 日 ) (%) (ppm) (ppm)

鳥 取
3

(3 )

0 . 3

2
0 . 5

O O O O

2 . 4

2
3 . 9

0 . 5

2
1 . 2

島 根
1

(国長)
0 . 3 O O O O 1 . 3 0 . 5

岡 山
1

(国&)
0 . 6 O O O O 6 . 1 1 . 3

広 島
1

(国設)
0 . 3 O O O O 1 . 3 0 . 5

山 口
4

(3 )

0 . 5

2
0 . 7

O O O O

3 . 7

2
6 . O

0 . 8

2
1 . 3

表 3 浮遊粒子状物質の比較

斌斌氷
年平均値

1 時間値 が 0 . 2 0

mg/がを超えた時

間数 と そ の 割 合

日 平均値 が 0 . 1 0

mg/がを超えた 日

数 と そ の 割 合

1 時間 値

の 最高 値

日 平均値

の 2 % 除

外値

( mg/が) (時間) (%) ( 日 ) (%) ( mg/ゞ) ( mg/證)

鳥 取
3

(3 )

0 . 023

2
0 . 024 Û〉‐{ro

O

2
0 . 1 Û〉{̂U ハU)(̂U

0 . 125

2
0 . 276

0 . 054

2
0 . 060

島 根
4

(4)

0 . 025

ご
0 . 026

O O O O

0 . 1 16

2

0 . 182

0 . 046

2
0 . 055

岡 山
50

( 15 )

0 . 027

2
0 . 054 0･ノ･41

O

2
0 . 5

O

2
18

O

2
4 . 9

0 . 1 19

2
0 . 410

0 . 052

ご
0 . 1 13

広 島
38

( 19 )

0 . 022

2

0 . 047 0･ノ･3 1
O

2
0 . 4

O

2
16

O

と
4 . 9

0 . 1 32

Z
0 . 433

0 . 048

2
0 . 1 13

山 ロ
38

( 1 3)

0 . 0 15

2
0 . 042 0･ノ･第

O

ど
0 . 3

O

2
4

O

2
1 . 1

0 . 155

2
0 . 452

0 . 035

ご
0 . 086
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表 4 窒素酸化物の比較

--
-N

]
の
ー

ー

区 分

都
道 昌
府 "
県 数

一酸化窒素 (NO ) 二 酸 化 窒 素 ( N 0 2 ) 窒素酸化物 (NO十N0 2 )

年 平均値
1 時 間値

の 最 高値

日 平均値

の 年 間

98 % 値

年平均値

日 平均値が0 . 06

ppm を超 え た 日

数 と そ の 割 合

1 時 間値

の 最高 値

日 平均値

の 年 間

98 % 値

年平均値
1 時 間値

の 最高値

日 平均値

の 年 間

98 % 値

N0 2

NO十N0 2

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) ( 日 ) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (%)

鳥 取
3

(3 )

0 . 002

2

0 . 005

0 . 036

2

0 . 1 14

0 . 005

2

0 . 0 1 3

0 . 006

2

0 . 0 12

O O

0 . 039

2

0 . 059

0 . 0 1 3

ご

0 . 02 1

0 . 008

2

0 . 0 17

0 . 061

2

0 . 163

0 . 017

2

0 . 033

71 . 9

ご

76 . 4

島 根
4

(4 )

0 . 001

ご

0 . 003

0 . 048

2

0 . 140

0 . 004

2

0 . 009

0 . 005

2

0 . 01 1

O O

0 . 039

ぞ

0 . 086

0 . 0 1 1

2

0 . 029

0 . 007

2

0 . 014

0 . 083

2

0 . 134

0 . 0 16

2

0 . 034

67 . 4

2

84 . 8

岡 山
46

( 15 )

0 . 006

2

0 . 028

0 . 094

2

0 . 375

0 . 022

ご

0 . 1 3 1

0 . 0 1 0

2

0 . 026

O O

0 . 051

2

0 . 1 03

0 . 025

2

0 . 049

0 . 01 7

2

0 . 061

0 . 125

2

0 . 445

0 . 050

2

0 . 1 54

37 . 8

2

72 . 6

広 島
42

( 19 )

0 . 002

2

0 . 031

0 . 032

2

0 . 388

0 . 0 12

2

0 . 084

0 . 007

2

0 . 027

1

O

2

0 . 3

0 . 037

2

0 . 1 06

0 . 020

2

0 . 048

0 . 009

2

0 . 047

0 . 071

ご

0 . 471

0 . 025

2

0 . 12 1

35 . 4

2

79 . 4

山 口
27

( 13)

0 . 003

2

0 . 023

0 . 102

ご

0 . 345

0 . 0 12

2

0 . 093

0 . 009

2

0 . 025

O O

0 . 049

ご

0 . 129

0 . 0 18

ご

0 . 048

0 . 014

2

0 . 048

0 . 1 3 1

2

0 . 459

0 . 035

2

0 . 13 1

52 . 5

2

77 . 1

(注) ザ ル ッ マ ソ係数0、 84の吸光光度法で測定 した結果



表 5 オ キ シ ダ ン ト の比較

斌ミ
昼間測定

日 数

昼間測定

時 間

｢

昼間の 1 時間値が

0 . 06ppmを超えた

日 数 と 時 間 数

昼間の 1 時間値が

0 . 12ppm以上の 日

数 と 時 間 数

昼間の 1

時間値の

最 高 値

昼間の 日

最高 1 時
間値の年
平 均 値

( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) ( 日 ) (時間) (ppm) (ppm)

鳥 取
3

(3 )

356

2
365

5 , 271

2

5 , 425 2･ノ･87
10

2
550

O O

0 . 078

2
0 . 104

0 . 029

2
0 . 053

島 根
4

(4 )

325

2
344

4 , 780

2

5 , 148

77

2
155

425

2

1 , 054

O

2
2

O

2
2

0 . 099

2
0 . 129

0 . 052

2
0 . 062

岡 山
39

( 14)

342

2
365

5 , 031

2

5 , 423

36

2
1 17

127

2
574

O

2
6

O

2
17

0 . 100

2
0 . 160

0 . 038

2
0 . 054

広 島
32

( 16)

279

2
365

4 , 071

2

5 , 356

22

2
137

93

ご
853

O

2
4

O

2
9

0 . 091

2
0 . 138

0 . 039

2
0 . 058

山 口
19

( 13)

351

2
365

5 , 099

2

5 , 403

6

2
81

15

2
474

O O

0 . 067

ご
0 1 13

0 . 032

2
0 . 047

-217-


